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医療費助成の対象を「小・中学生まで拡大」
　これまで、小学校就学前の子どもを対象に医療費の一部助成を行っていましたが、４月診療分
から、対象者を「中学３年生」まで拡大しました。
　新たに対象となる小学生・中学生の子どもが助成を受けるためには、受給資格の認定申請を行
い、「受給者証」の交付を受ける必要があります。
　申請をしていない人は、早めに手続きをしてください。なお、すでに、ひとり親または障害者
福祉医療受給者証を持っている人および生活保護受給者は、手続きする必要はありません。

▶対象者
　市内に住所がある小学１年生から中学３年生
までの児童・生徒
▶認定申請に必要なもの
　①印鑑
　②対象児童・生徒の健康保険証の写し
　③申請者（保護者）名義の預金通帳の写し
▶対象となる医療費
　医療機関などに支払った自己負担額のうち、
保険診療分が対象となります。ただし、高額療
養費や家族療養附加金などの給付金がある時は、
その金額を除いた分が対象となります
▶助成金額
　１カ月ごと、病院ごとに次の自己負担額を差
し引いた金額を助成します

※院外処方の薬代は、保険診療分でかかった全

　額を助成します（自己負担額はありません）
▶助成方法
　医療費をいったん医療機関などへ支払ってく
ださい。後日、申請により助成金額を指定口座
へ振り込みます
※乳幼児（小学生未満）の助成方法は、変更あ
　りません
▶助成申請に必要なもの
　①印鑑
　②支給申請書（資格認定後、「受給者証」と
　　一緒に交付します）
　③医療費の領収書
※申請書に医療機関などから自己負担額の証明
　を受けた場合は、領収書の添付は必要ありま
　せん
▶申請・問い合わせ先
　こども課こども家庭班（☎63-1111内線278）
　有明支所（☎ 68-1111 内線 506）

～子育て世代の支援を充実～

診察・入院日数 １日 ２日以上
自己負担額 800円 1600円
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　平成 27 年４月１日付で、105 人の人事異動
を行いました。
　課長級以上の異動は次のとおりです。
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